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研究の概要（200～300字で記入、図･グラフ等は使用しないこと。） 

現在、各企業は次世代育成支援への取り組みが義務づけられ、その拡充を図っている

が、それらは「育児支援」というアプローチからなされているものが多い。しかし、７

割近くの女性が出産を契機に仕事を辞めているという現状においては、女性労働者の「妊

娠・出産期の就業継続支援」が新たな課題として浮上している。本研究では「働く妊婦」

に対する企業側の意識と対応を調査することで、「妊娠期の就業継続支援」のあり方、今

後の方向性を探ることを目的とした。具体的には、ファミリー・フレンドリー的施策で

社会的評価の高い企業（ここでは２社を選択）の次世代育成支援事業担当者への聞き取

り調査を行い、こうした最先端企業において、妊娠期の就業継続支援がどの程度意識化

され、またその取り組みはどの程度具体化されているのか、その現状を明らかにするこ

とを試みた。  
 
キーワード（研究内容をよく表しているものを３項目以内で記入。） 

〔 次世代育成支援 〕 〔 妊娠期の就業継続支援 〕 〔ファミリー・フレンドリー企業 〕 
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研究成果の概要（図･グラフ等は使用しないこと。） 

 

２００５年に施行された「次世代育成支援対策推進法」によって、従業員３０１人以上

の企業には、子育て支援の行動計画を作ることが義務付けられた。急速な少子化を背景に、

男女社員を対象とした「両立支援」は、今や企業に課せられた重要課題となっている。し

かし、これらにおいて奨励されている支援とは、例えば男性の育児休業の取得であるとか、

事業内託児施設の設置であるとか、従来型の「育児支援」の観点から発想されているもの

が多い。  

本研究ではこの「次世代育成支援」について女性労働者への「妊娠期の就業継続支援」

という新たな観点からの検討を行ったものである。こうした観点を提示する理由は以下の

通りである。近年、女性の退職理由がかつての「結婚のため」から「出産・育児のため」

へと移行したことが指摘されている。ある調査では、第１子出産前に「有職」であった母

親の 67.4％が「無職」という結果が示され、７割近くの女性が出産を契機に仕事を辞めて

いた（ ｢第 １ 回 ２ １ 世 紀 出 世 児 縦 断 調 査 」 ２ ０ ０ １ )。その一方で、 3 歳児未満の子どものい

る世帯における妻の労働力人口 30.4％に対し、潜在的労働力人口は 67.8％というデータ

もあり（ 内 閣 府 「 平 成 14 年 度 男 女 共 同 参 画 白 書 」）、就業を望みながらも、出産で労働市場

から撤退している ケ ースが 多いこ とがわかる。「育児」に至る以前に「妊娠・出産」の段

階で多くの女性は職場からリタイアしているのであり、企業の「子育て支援」が拡充され

たとしても、実際にそれを利用できる女性労働者は、まだ少数派なのである。こうした現

状を考えれば「妊娠・出産期の就業継続支援」は、男女共同参画社会の実現、あるいは両

立支援の拡充のた め の重要 な課題 とされなければならないはずだ。「少子化対策」として

の意味合いからも 、「就業 継続」 と「妊娠・出産」を二者択一的に選択しなければならな

いような女性労働 者 の現状 は、改 善すべきであろう。そうでない限り、「仕事を続けたい

から子どもを産ま な い（産 めない ）」という状況が当然生じうるし、妊娠した女性労働者

を取り巻く職場の厳しい環境が、女性の意識の上に出産の抑制効果として影響を与えるこ

とも予測できるからだ。また、妊娠期の支援とは単に、従来の母性保護的な、女性労働者

の身体的な保護（母体の安全）だけを意味するものでは、もはやないと思われる。産休、

あるいは育休から復帰した後に、どのように就業を継続できるのか、という見通しが立て

られる（復帰後の 不 安を感 じずに 就業を継続できる）、制度利用の保障や精神的エンパワ

ーメントも含めた支援でなければならないだろう。  

以上の理由から本研究では次世代育成支援においては、「妊娠・出産期の就業継続支援」

という新たな観点が重要ではないかとの立場に立ち、実際の企業の取り組みに着目してい

くことを試みたものである。具体的には、ファミリー・フレンドリー企業として社会的評

価の高い企業を調査対象として選択し、それぞれに「妊娠・出産期の就業継続支援」につ

いての聞き取り調査を行った。こうした、両立支援において「優良」とされている企業を

あえて調査対象と し た理由 は、「 妊娠・出産期の就業継続支援」という課題がまだ充分に

社会的な認知を得 て いると は言え ない現状においては、「子育て支援」のさらに「先をい

く課題」にまで取り組んでいる企業は、そう多くはないからである。であるならば、両立

支援の先端的取り 組 みをし ている 企業において、「妊娠期の就業継続支援」がどのように

意識化され、取り組まれているのかを調査し、その現状を解釈することで、今後の支援の

あり方や方向性を探る方法も有効ではないかと考えた。もし、こうした先端企業において

すでに取り組みがなされているとすれば、それは支援のモデルケースとして検討する意義

があるであろうし 、 また逆 に、も しこうした先端企業においても、「妊娠期の就業継続支

援」がさほど意識化、具体化されていないとすれば、両立支援の盲点となっているこの課

題の意味を、さらに考察する手がかりとなると考えたのである。  

調査の協力が得られたのは、国内企業であり東京に本社を置く化粧品メーカーの資生堂

と、米国に本社を置く外資系企業であり、日本の拠点を神戸に構えるプロクター・アンド・

ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）の２社である。この二つの企業を調査対象として選択したのは、以

下の理由による。  

 



※ ホームページ等で公表します。（様式２－２）  
立 教 Ｓ Ｆ Ｒ － 院 生 － 報 告  

研究成果の概要 つ づ き  

 資 生堂は 国内企業の中では、早くから女性労働者の積極的活用と支援策を展開し、そ

の先端的取り組みは、他企業の模範ともされてきた。平成１６年度には均等推進企業と

して厚生労働大臣最優良賞を受賞している。もう 1 社のＰ＆Ｇは、ダイバーシティ（多

様性）を経営戦略として掲げ、その戦略のなかの重要項目として男女社員への両立支援

の取り組みがなされている。Ｐ＆Ｇが推進するダイバーシティ・マネージメントは、企

業の新しい人材活用の方向性として注目を浴びており、また男女共同参画社会への実現

に向けては地元神戸市と連携して、さまざまな活動を行っている。両社とも両立支援で

は実績があり社会的評価も高いことから、前述した本研究の調査対象として相応しいと

判断した。またこの 2 社は、国内企業と外資系という違い、あるいは、両立支援への道

筋においても、女性社員の積極的活用からスタートした資生堂と、ダイバーシティ・マ

ネージメントという方針の中で展開されるＰ＆Ｇといったように、そのアプローチにも

違いがある。こうした特徴をもつ 2 社に聞き取りをすることは、その比較という意味か

らも有意義なデータが得られるのではないかと考えた。  
調査は両社とも、この間の両立支援の推進に対して中心的役割を果たし、次世代育成

支援策定にあたっても責任ある立場にある担当者に、直接聞き取りを行うことができた

（資生堂は 1 人、Ｐ＆Ｇは 2 人）。またＰ＆Ｇ社においては、人事担当者の協力も得て、

実際に妊娠・出産期に就業継続をした経験をもつ 3 人の女性労働者へのグループインタ

ビューも行った。これらの聞き取り調査の詳細な分析・考察については、今後、成果論

文として執筆するつもりであるが、ここではいくつかの調査結果と論点を提示して、研

究報告の一端としたい。  
両社とも、「妊娠・出産期の就業継続支援」については、「まだこれからの部分がある」

「支援のあり方として気づいていない部分があるかもしれない」等の反応が示された。

つまり、企業側の意識としては取り組むべき課題として認識されていた。実際の取り組

みを見ると、両社とも既に着実に支援が展開されており、例えば資生堂においては妊娠・

出産サポートとしての「チャイルドケアプラン」がシステム化されていた。そこでは、

厚生労働省が利用を推進している「母性健康管理指導事項連絡カード」の企業オリジナ

ル版とも言える「チャイルドケアシート」等が活用されている。これは、薬品などを扱

う女性研究員たちの声から生まれたそうで、母体の安全についてや妊娠期の症状などが

男性上司にもわかるよう、工夫されている。インフラ整備が進んでいるＰ＆Ｇにおいて

は、出産・育児ガイドラインのような情報に個々人がアクセスすることで、不安なく就

業継続できるよう支援体制が整っていた。またそれだけでなく、上司向けに「部下が妊

娠した時にどう対応するか」といった内容の情報も用意されている。最初にどのような

言葉かけをするのか、必要以上に身体をいたわられることを気苦労に思う女性社員もい

るなど、その内容は細かく丁寧で、これは実際に妊娠期の就業継続経験がある女性社員

たちの声を生かしながら作成されたそうである。これらの支援は、報告者がこれまで、

女性労働者への聞き取り調査を行ってきたなかで、たびたび要望としてあげられたもの

であり、それがこうした企業において、導入・活用が図られていることが確認でき、そ

の導入過程を詳しく聞き取りできたことは、本研究の成果であった。  
一方で、両社における取り組みの違いのようなものも見えた。多くの美容部員が働き、

彼女たちこそ大切な戦力であるとする資生堂は、そうした販売の現場で働く女性労働者

たちの就業継続をどう支援していくのかを大きな課題としている。こうした現場で働く

女性たちの妊娠・出産期の問題は、独特の困難や問題を含んでおり、そうした観点から

も資生堂の取り組みは着目したい。Ｐ＆Ｇにおいては、ダイバーシティという経営戦略

のもと「多様な働き方の選択」が目指されており、「妊娠期の働き方」も非常にフレキシ

ブルに考えられている。「妊娠期の新しい働き方」の可能性を探る意味からもＰ＆Ｇの取

り組みは考察したい。また、こうした両社のアプローチの違いが、実際の支援において、

どう生かされ、それぞれどのような課題を抱えているのかは、今後さらに分析と考察を

加えていくつもりである。  
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